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議案第132号 

 

   大阪都市計画局の共同設置に関する協議について 

 

 大阪都市計画局を大阪府と共同して設置するため、次の規約案により協議する。 

   大阪都市計画局共同設置規約案 

（設置） 

第１条 大阪府及び大阪市（以下「府市」という。）は、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第252条の７第１項の規定により、共同して、同法第158条第１項に規定する内部

組織を設置する。 

（名称） 

第２条 前条の内部組織は、大阪都市計画局という。 

（執務場所） 

第３条 大阪都市計画局の執務場所は、大阪市住之江区南港北一丁目14番16号大阪府咲

洲庁舎内とする。 

（所掌事務） 

第４条 大阪都市計画局の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

⑴ 大阪府知事（以下「知事」という。）の権限に属する都市計画及びまちづくりに関

する事項（次号及び第３号に掲げる事項を除く。） 

⑵ うめきた地区、新大阪駅前地区、夢洲・咲洲地区、大阪城東部地区等における広   

域拠点開発に係る企画、調整及び推進に関する事項 

⑶ グランドデザイン・大阪及びグランドデザイン・大阪都市圏に係る企画、調整及

び推進に関する事項 

（職員の選任方法） 

第５条 大阪都市計画局の職員は、知事及び大阪市長（以下「市長」という。）が協議に

より定めた府市の職員について、知事がこれを選任する。 
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２ 知事は、大阪都市計画局の職員に欠員が生じたときは、速やかに、その旨を市長に

通知するとともに、前項の規定により後任者を選任する。 

３ 大阪都市計画局の職員の定数は、知事及び市長の協議により決定する。 

４ 知事は、第１項の規定により大阪都市計画局の職員を選任した場合は、速やかに、

その旨を市長に通知しなければならない。 

（職員の給与及び通勤に係る費用弁償の取扱い） 

第６条 大阪都市計画局の職員の給与及び通勤に係る費用弁償は、前条第１項の規定に

よる選任時に当該職員が属する地方公共団体の条例及び規則の規定に基づき支給さ

れる額を、大阪府が支給する。 

（負担金） 

第７条 大阪都市計画局に関する経費（次条に規定する経費を除く。）は、府市が負担し、

当該負担すべき額は、知事及び市長の協議により定める。 

２ 大阪市は、前項の規定による負担金を大阪府に交付しなければならない。 

３ 前項に規定する負担金の交付の時期については、知事及び市長が協議して定める。 

（特定の事務に要する経費） 

第８条 大阪府が専ら知事の権限に属する都市計画及びまちづくりのために、又は大阪

市が専らうめきた地区、新大阪駅前地区、夢洲・咲洲地区及び大阪城東部地区に係る

事業の管理及び推進のために、特定の事務を管理し、又は執行する場合においては、

府市は、これに要する経費を、大阪府の予算又は大阪市の予算に計上して支出しなけ

ればならない。 

（予算） 

第９条 第７条第１項に規定する経費に関する予算は、大阪府の一般会計の歳入歳出予

算に計上する。 

（決算報告） 

第10条 知事は、第７条第１項に規定する経費に関する決算を大阪府議会の認定に付し

たときは、当該決算を市長に報告しなければならない。 
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（事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程） 

第11条 大阪都市計画局の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程につい

ては、府市は、これを相互に調整するように努めなければならない。 

（職員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程） 

第12条 府市は、大阪都市計画局の職員の給与、旅費及び費用弁償の額並びにその支給

方法その他職員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃す

る場合においては、相互に調整するように努めなければならない。 

（職員の懲戒処分） 

第13条 知事は、大阪都市計画局の職員の懲戒処分をするときは、あらかじめ市長と協

議しなければならない。 

（補則） 

第14条 この規約に定めるもののほか、大阪都市計画局の所掌事務に関し必要な事項

は、知事及び市長が協議して定める。 

附 則 

この規約は、令和３年11月１日から施行する。 

  令和３年５月14日提出 

大阪市長  松 井 一 郎  

   

説 明 

大阪府知事の権限に属する都市計画及びまちづくりに関する事項、うめきた地区等に

おける広域拠点開発に係る企画、調整及び推進に関する事項並びにグランドデザイン・

大阪等に係る企画、調整及び推進に関する事項を所掌する内部組織を大阪府と共同して

設置するため、地方自治法第252条の７第３項において準用する同法第252条の２の２第

３項本文の規定により、この案を提出する次第である。  
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（参考） 

   地方自治法（抄） 

（協議会の設置） 

第252条の２の２ 省 略 

２ 省 略 

３ 第１項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならな

い。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普

通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。 

４－６ 省 略 

（機関等の共同設置） 

第252条の７ 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第138条第１項

若しくは第２項に規定する事務局若しくはその内部組織（次項及び第252条の13にお

いて「議会事務局」という。）、第138条の４第１項に規定する委員会若しくは委員、同

条第３項に規定する附属機関、第156条第１項に規定する行政機関、第158条第１項に

規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織（次項及び第

252条の13において「委員会事務局」という。）、普通地方公共団体の議会、長、委員会

若しくは委員の事務を補助する職員、第174条第１項に規定する専門委員又は第200条

の２第１項に規定する監査専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員

会については、この限りでない。 

２ 省 略 

３ 第252条の２の２第２項及び第３項本文の規定は前２項の場合について、同条第４

項の規定は第１項の場合について、それぞれ準用する。 


